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「あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 

今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！ 

 
環境省は、ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「１９９６年議定

書（注１）」が２００６年３月に発効したことに対応し、「廃棄物処理法施行令」や関係省令の改正を考えて

おり、０６年８月２４日に、これらの改正概要案を公表し、これらの案について０６年９月２３日まで意見の

募集（パブリックコメント）を行うことになりました。 

主な改正の概要は以下の通りです。 

（１）「９６年議定書」で海洋投棄が禁止された一般廃棄物の「廃火薬類」や、「不燃性一般廃棄物」を海

洋投入処分ができる廃棄物から削除し、新たに全一般廃棄物の海洋投入処分を禁止する規定を置

くこと 

（２）「９６年議定書」上は海洋投棄できるが、全量を陸上で処分することが可能な「公共下水道・流域下

水道から除去した汚泥（産業廃棄物）」を海洋投入処分ができる廃棄物から削除すること 

（３）「９６年議定書」上は海洋投棄できる「動植物性残さ」・「家畜ふん尿」のうち、油分や有害物質の含

有基準を満たさないものを海洋投入処分の対象から除外すること 

（４） （３）に対応した含有基準の内容を「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」、

「廃棄物処理法施行令」にもとづく「油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の中で

設定すること 

（５）廃棄物の排出海域・排出方法を定める「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」から（１）で海

洋投入処分ができなくなる廃棄物についての規定を削除すること 

 

またこれらの施行期日は平成１９年４月１日を予定しています。 

 

当社では産業廃棄物等に関する金属等、基準項目の分析も行っております。どうぞお気軽にご相談

ください。 
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